
 

 
食育実践サポーターには、農林漁業者、栄養士、調理師や料理研究家、 
青果バイヤーや野菜ソムリエ、リスクコミュニケーションの専門家等 
がいます。 

 現在、登録されているサポーターについては農産物流通課のホーム 
ページに掲載しています。 
（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035a/supporterseido.html） 

 
○申し込み・問い合わせ先一覧 
食育実践サポーターの派遣は、「サポーター活動申込書」（裏面）に必要事項を記入のうえ、最寄りの農林事務所（下記の
申し込み・お問い合わせ先）に郵送またはファックスでお申し込みください。 

事務所名 住     所 電話番号 FAX番号 

県北農林事務所企画部 福島市杉妻町 2番 16号 福島県庁北庁舎 5階 024-521-2596 024-521-2850 

県中農林事務所企画部 郡山市麓山一丁目１番１号 024-935-1510 024-935-1314 

県南農林事務所企画部 白河市昭和町 269番地 0248-23-1527 0248-23-1590 

会津農林事務所企画部 会津若松市追手町 7番 5号 0242-29-5369 0242-29-5389 

南会津農林事務所企画部  南会津町田島字根小屋甲 4277番の 1 0241-62-5252 0241-62-5256 

相双農林事務所企画部  南相馬市原町区錦町一丁目 30番地 0244-26-1153 0244-26-1181 

いわき農林事務所企画部  いわき市平字梅本 15番地 0246-24-6197 0246-24-6196 

 
○事業全般に関する問い合わせ先 
農産物流通課 福島市杉妻町 2番 16号 電話 024-521-7354 FAX024-521-7942 

 

・食の大切さについての講話を聞きたい 

・子ども達の栄養相談にのってほしい 

・調理実習の講師を探している 

・地域の伝統料理について知りたい 

・お米の作り方の指導をしてほしい 

・野菜がどのようにして産地から消費地に届くのか知りたい 

・食の安全・安心やリスクコミュニケーションの専門家を探している 

・その他の食育活動 

 
・学校の授業（総合学習、保健体育、社会科） 
・学校、幼稚園・保育所等の体験学習、施設見学 
・公民館における親子講座・親子料理教室 
・地域団体・民間団体・公共団体等が主催するセミナー、 
研修会 

 
等にサポーターを派遣することができます。 
派遣にかかる経費は県が負担します。 

子どもの望ましい食習慣の形成と本県の豊かで良質な食文化への理解促進を図るため、食育体験や

交流、食生活改善、地域の食文化や郷土食の伝承等の活動を先進的に実践する方々を福島県では「ふ

くしま食育実践サポーター」として登録し、学校や地域団体等が実施する子どもを対象とした食育活

動を支援するため、要請に応じて派遣しています。 

申し込み・お問い合わせ先 

登録されている食育実践サポーター 

食育実践サポーター 検索 

活用場面 

活用例 


